
 日教弘三重支部　生徒教育文化活動奨励事業　申請書（変更）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日
公益財団法人　日本教育公務員弘済会三重支部長　様　
　令和　　年　　月　　日付で令和８年度生徒教育文化活動奨励事業助成校として決定通知をいただき
ましたが、下記のとおり当初提出した申請書の記載内容等を変更する状況が生じましたので、承認いた
だきますようお願いいたします。

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校長名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公印　
　　□ 本申請書（変更）の記載内容を承認しています。
（学校長による☑ をお願いします。）
令和８年度の生徒教育文化活動奨励事業について下記のとおり当初の申請内容を変更いたします。
記
＊当初提出いただいた申請書から変更した内容又は項目等について、下線を引き明示してください。
　　また。変更することになった理由を明記してください。

１．テーマ
	


２．申請者
	申請組織名
（生徒会、部活動等）
	
	担当者名
	

	
	
	連絡先
電話番号
	


３．助成金使用内訳（費目別内訳）
	項　　　目
	金　　　額 （税込）
	内　　　　訳

	
	
	

	合　　　計
	円
	


注 1　合計額は、７万円以上を記入してください。７万円分までを当会への申請額とみなします。
２　下記の経費は助成対象となりません。　

(1) 申請者本人（共同者を含む）の人件費及び謝金　 

(2) 汎用性のある機器（パソコン等）の購入費及び学校備品にあたる教材費　

(3) 組織等の一般管理費、飲食費　等

　※デジタルカメラ、ビデオカメラ、レーザープリンター、コピー機のトナーカートリッジ等、他の用途
　　に使用できるものは対象になりません。
　　※助成金の全額を、活動に伴い生徒を移送するためのバスの借上げ代や交通費に充てること
はできません。
※インターネットのショッピングサイトや量販店等での物品購入は認めます。

領収書の宛先は学校名となります。学校宛ての領収書が発行可能かを注文前に確認してください。

学校宛ての領収書が困難な場合は、当会事務局まで連絡してください。

※助成後、対象外費用を使用した場合や、提出書類（申請書や助成後に提出する成果報告書等）
　に不備・不正等があった場合は、返金して頂くことがあります。

３　選考する上で、別途、資料を提出していただく場合があります。
４　講師謝礼を費目としてお考えの場合、必ず源泉徴収を行ってください。
４．活動の目的・特色をできるだけ詳細に記入してください。（６００字～８００字程度)
	


※FAXでの受付はしません。
※個人情報の取扱いについては、要項をご覧ください。
※書類送付・問い合わせ先
公益財団法人日本教育公務員弘済会三重支部

〒514-0003　津市桜橋2-142（三重県教育文化会館別館４階）℡059-224-0425
変更申請用
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